
　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度予算案について 

①委員活動費 
　　令和5年度予算では、各委員の活動費を従来のように「あらかじめすべてを支給」するのでは　 
　　なく、まずは今あるものを活用していただいた上で「必要に応じて請求していただく」形に 
　　変更いたしました。その結果、今年度の活動費は大幅に削減される見通しです。その中で、地 
　　域委員はコロナ後で活動が増える可能性を考慮して活動費を予算計上していましたが、今年 
　　度も活動内容に大きな変化はありませんでした。そのため、令和6年度は地域委員の活動費も 
　　他の委員と同様「必要に応じて請求していただく」形とすることを提案いたします。 
　　（青少対協力金は渉外費より支出） 

②渉外費 
　　令和5年度は8,000円の予算を計上していましたが、地域委員の予算を削減し、青少対協力金 
　　を渉外費から支出するため、令和6年度は10,000円（＋2,000円）を計上いたします。 

③コピー機関連費 
　　ペーパーレス化の推進およびPTA活動の縮小に伴い、コピー機および印刷機の使用頻度が減っ 
　　ていることに加え、年度途中にコピー機の不具合があり、リース会社から新たな機種に変更す 
　　る事を勧められたため、今後のコピー機および印刷機の取り扱いについて検討いたしまし 
　　た。その旨を学校に相談したところ、今後は生徒会室のコピー機および印刷機を使用できる 
　　ことになりました。印刷機は学校からの貸与品のため学校へ返却し、コピー機はレンタル契約 
　　（一年契約）を今年度限りで終了いたします。そのため、令和6年度はコピー機リース費は計 
　　上せず、コピー機引取り料として15,000円を計上いたします。 

④寄付金 
　　令和5年度より、コロナ禍で積み上がってしまった繰越金を少しでも減らすために、使途につ 
　　いて検討してまいりました。その中で、繰越金は代々の二中PTA会員皆様からお預かりしてい 
　　る物ですので、在校生のみに還元するのではなく、学校で今後も活用していただける物品を 
　　寄贈（寄付）するために使用した方が良いのでは、との考えに至りました。そのため、第一 
　　回運営委員会にて協議した上で、学校に教育活動に必要な物の選定をお願いしたところ、集 
　　会用テントが必要との回答を頂きました。以上より、令和6年度予算に二中への寄付金として 
　　502,800円を計上し、集会用テント6張を購入し二中へ寄贈（寄付）することを提案いたし 
　　ます。なお、寄付の際には学校と相談の上で所定の手続きをすすめてまいります。 

　　※今回の寄付金以外に、まだ備品積立金として819,000円が積み上がっています。こちらに 
　　　つきましては、来年度以降も使途について検討してまいります。 

別紙④



⑤会費について 
　令和5年度は、PTA保険料分の100円を会費とし、活動費は繰越金から支出する形で予算を組ん 
　でいます。しかし、来年度の予算案を検討する中で、上記に示したように繰越金は在校生のみ 
　に還元する形にしないこととし、今年度の活動実績から活動費の内容を見直したところ、現在 
　の活動内容では会員1人あたり100円の活動費で予算が組めることが分かりました。そのため、 
　令和６年度の会費は、PTA保険料100円と活動費を合わせて、200円とする事を提案させてい 
　ただきます。 


